
登録を愛媛県外へ移転したい場合・・・移転先都道府県の指示に従ってください。

登録を愛媛県へ移転したい場合・・・・・介護支援専門員登録移転申請書兼介護支援専門員証交付申請書（様式第７号）

死亡したり欠格事由に該当した場合・・介護支援専門員死亡等の届出書（様式第８号）

登録を消除する場合・・・・・・・・・・・・・・・介護支援専門員登録消除申請書（様式第９号）

介護支援専門員証を返納する場合・・・介護支援専門員証返納届出書（様式第10号）

上記以外の場合は、以下のフローで確認してください。

介護支援専門員の登録等の手続きについて
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（証を返納してください。）

未交付

有効期間更新の必要

あり
なし

登録事項の変更

登録事項の変更

介
護
支
援
専
門

員
登
録
事
項
変

更
届
出
書

兼

介
護
支
援
専
門

員
証
交
付
申
請

書
（
様
式
第
３

号
）

証
返
納
済
な
ら
手

続
き
不
要
。

未
返
納
な
ら
、
上

記
様
式
第
10
号

介
護
支
援
専
門
員
登
録
事
項
変

更
届
出
書

兼

介
護
支
援
専
門

員
証
書
換
交
付
申
請
書
（様
式
第
４

号
）住
所
変
更
の
み
の
場
合
は
届
出
の
み

氏名変更の場合は
書換交付

介
護
支
援
専
門
員
証
の
有
効
期

間
の
更
新
申
請
書
（
様
式
第
６
号
）

更新
(必要な研修
を修了しまし
たか？)

介
護
支
援
専
門
員
証
再
交
付
申

請
書
（
様
式
第
５
号
）

変更

再研修修了後

様式第２号か第３号により
証の交付が可能に

登録事項の変更

証交付の必要 証交付の必要

介
護
支
援
専
門
員
登
録
事
項
変

更
届
出
書

兼

介
護
支
援
専
門

員
証
交
付
申
請
書
（
様
式
第
３

号
）

介
護
支
援
専
門
員
登
録
事
項
変

更
届
出
書

兼

介
護
支
援
専
門

員
証
交
付
申
請
書
（
様
式
第
３

号
）

介
護
支
援
専
門
員
証
交
付
申
請

書
（
様
式
第
２
号
）

登
録
後
５
年
で
交
付
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
再
研
修
修
了
後
、
様
式

第
２
号
か
第
３
号
に
よ
り
証
の
交

付
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

新規交付変更 交付

介護支援専門員証
(介護支援専門員登録証明書)
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